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１　

不
動
産
の
価
値
を
知
る
に
は
？

　

不
動
産
に
は
定
価
と
い
え
る
も
の
は
な
く
、
不
動
産
仲
介
会

社
に
売
却
査
定
価
格
を
出
し
て
も
ら
い
、
売
主
が
売
出
時
の
価

格
を
決
め
、
購
入
を
検
討
す
る
人
が
現
れ
た
ら
、
双
方
の
希
望

額
を
す
り
合
わ
せ
て
、
売
却
価
格
が
決
ま
り
ま
す
。
経
済
情
勢

の
影
響
を
受
け
ま
す
し
、
そ
の
物
件
の
特
性
や
希
少
性
も
大
き

く
関
わ
っ
て
き
ま
す
。

　

で
は
、
売
却
査
定
価
格
は
ど
の
よ
う
に
算
定
さ
れ
る
の
で
し

ょ
う
か
。
時
価
を
見
極
め
る
に
は
、
ま
ず
、
公
的
な
土
地
の
評

価
額
と
近
隣
の
取
引
事
例
が
参
考
に
な
り
、
こ
の
公
的
な
評
価

額
と
し
て
、
固
定
資
産
評
価
額
、
路
線
価
、
基
準
地
価
格
、
地

価
公
示
価
格
が
あ
り
ま
す
（
図
表
参
照
）。

　

ま
た
、
近
隣
の
取
引
事
例
は
、
土
地
総
合
情
報
シ
ス
テ
ム

（
国
土
交
通
省
が
実
際
に
取
引
さ
れ
た
不
動
産
価
格
情
報
な
ど

を
掲
載
し
て
い
る
サ
イ
ト
）
や
レ
イ
ン
ズ
・
マ
ー
ケ
ッ
ト
・
イ

ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
（
実
際
に
売
買
が
行
わ
れ
た
物
件
価
格
な

ど
の
情
報
が
提
供
さ
れ
て
い
る
サ
イ
ト
）
な
ど
を
利
用
し
て
収

集
さ
れ
ま
す
。

２　

不
動
産
仲
介
会
社
と
の
契
約

　

所
有
不
動
産
は
な
る
べ
く
高
値
で
売
り
た
い
も
の
で
す
が
、 

個
人
が
自
分
で
購
入
希
望
者
を
広
く
募
る
こ
と
は
難
し
く
、
不

動
産
仲
介
会
社
に
依
頼
す
る
の
が
一
般
的
で
し
ょ
う
。
業
と
し

図表　公的土地評価の概要

名称 評価者 役割 地価公示価格等から
みた割合

固定資産評価額 市区町村 固定資産税や不動産取得税の基
準になる およそ70％

路線価 国税庁 相続税や贈与税の課税の基準に
なる およそ80％

基準地価格 都道府県 毎年７月１日現在の不動産取引の指標

地価公示価格 国土交通省 毎年１月１日現在の不動産取引の指標

時価（実勢価格） 売主と買主の合意で決定される
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て
行
う
不
動
産
の
売
買
の
代
理
は
「
宅
地
建
物
取
引
業
」
に
当

た
り
、
こ
れ
を
営
む
に
は
、
国
土
交
通
大
臣
又
は
都
道
府
県
知

事
か
ら
免
許
を
受
け
た
上
、
専
任
の
宅
地
建
物
取
引
士
を
常
駐

さ
せ
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
は
、
宅
地
建
物
取
引
業
法

（
業
法
）
に
基
づ
く
ル
ー
ル
で
あ
り
、
業
法
は
、
私
た
ち
の
大

事
な
財
産
で
あ
る
不
動
産
の
取
引
が
適
正
に
行
わ
れ
る
よ
う
様
々

な
規
定
を
置
い
て
い
ま
す
。

　

売
却
の
仲
介
を
依
頼
す
る
場
合
、「
媒
介
契
約
」
を
締
結
し

ま
す
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
依
頼
者
と
仲
介
会
社
の
法
律
関
係
が

明
確
に
な
り
、
仲
介
業
務
に
関
す
る
ト
ラ
ブ
ル
の
防
止
に
つ
な

が
り
ま
す
。
媒
介
契
約
に
は
「
専
属
専
任
媒
介
契
約
」「
専
任

媒
介
契
約
」「
一
般
媒
介
契
約
」
の
３
種
類
が
あ
り
ま
す
。
最

も
大
き
な
違
い
は
、
契
約
可
能
な
仲
介
会
社
の
数
と
、
自
分
で

買
主
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
点
で
す
。
ま
ず
、

「
一
般
媒
介
契
約
」
の
場
合
、
依
頼
者
は
複
数
の
仲
介
会
社
と

媒
介
契
約
を
結
ぶ
こ
と
が
で
き
ま
す
が
、「
専
任
媒
介
契
約
」

と
「
専
属
専
任
媒
介
契
約
」
の
場
合
、
そ
の
１
社
と
し
か
契
約

が
で
き
ま
せ
ん
。
ま
た
、「
一
般
媒
介
契
約
」
と
「
専
任
媒
介

契
約
」
の
場
合
、
自
分
で
見
つ
け
て
き
た
買
主
と
売
買
契
約
を

結
ぶ
こ
と
が
で
き
ま
す
が
、「
専
属
専
任
媒
介
契
約
」
の
場
合
、

そ
れ
は
で
き
ま
せ
ん
（
自
分
で
買
主
を
見
つ
け
て
き
た
場
合
も

仲
介
会
社
を
媒
介
と
し
て
取
引
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。）。

　

つ
ま
り
、
仲
介
会
社
に
と
っ
て
は
、「
専
属
専
任
媒
介
契
約
」

を
結
ぶ
と
、
必
ず
自
社
を
通
じ
て
売
買
契
約
が
行
わ
れ
、
仲
介

手
数
料
が
確
保
で
き
る
こ
と
か
ら
、
積
極
的
な
売
却
活
動
が
期

待
で
き
る
と
も
い
わ
れ
ま
す
が
、
依
頼
者
と
し
て
は
、
複
数
の

不
動
産
会
社
に
頼
み
た
い
の
か
、
自
分
で
購
入
希
望
者
を
見
つ

け
た
り
、
交
渉
で
き
る
方
が
よ
い
の
か
等
、
売
却
方
針
を
明
確

に
し
た
上
で
、
仲
介
会
社
と
納
得
の
い
く
契
約
を
結
び
ま
し
ょ

う
。３　

確
定
申
告

　

不
動
産
の
売
却
に
よ
っ
て
売
却
益
が
発
生
し
た
場
合
は
、
確

定
申
告
が
必
要
で
す
。
売
却
代
金
か
ら
取
得
費
（
購
入
価
格
等
）

や
、
仲
介
手
数
料
な
ど
の
譲
渡
費
用
を
差
し
引
い
た
残
額
の
部

分
が
売
却
益
で
す
（
自
宅
の
売
却
な
ど
、
一
定
の
場
合
に
は
特

別
控
除
額
も
差
し
引
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。）。
売
却
益
は
「
譲

渡
所
得
」
と
し
て
区
分
さ
れ
、
所
得
税
を
納
め
る
必
要
が
あ
り

ま
す
。

　

な
お
、
購
入
時
の
資
料
が
見
当
た
ら
な
い
と
き
や
、
相
続
財

産
を
売
却
す
る
と
き
な
ど
、
不
動
産
の
取
得
費
（
購
入
価
格
等
）

が
不
明
の
場
合
は
、
不
動
産
の
売
却
金
額
の
５
％
相
当
額
を
取

得
費
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。
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